
東北大学 災害科学国際研究所 所長・教授
 栗山 進一

令和7年度健康危機における保健活動推進会議

2025年12月2日（火）13時15分～14時35分

命を守る防災

～今、できることがある！～

令和７年12月2日(火)

令和７年度健康危機における保健活動推進会議

資料6
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気仙沼市鹿折地区
（内陸部まで巨大船が流れ着いた／周辺は津波火災により焼失）

宮古市役所前の堤防を越える津波
出典：宮古市HP

https://miyako-archive.irides.tohoku.ac.jp/higashinihondaishinsai/



3震災直後と現在の被災地の姿：宮古市田老地区

①災害公営住宅（田老）
②防潮堤（田老海岸）（２線堤）
③防潮堤（田老漁港海岸）(１線堤）
④道の駅「たろう」
⑤土地区画整理（田老地区）

⑥たろう観光ホテル
⑦防災集団移転（田老地区）

災害公営住宅（田老(高台)）
⑧三王岩

出典：復興庁東日本大震災発災10年ポータルサイト｜https://www.reconstruction.go.jp/10year/aerial.html



4津波対策 東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画

● 宮城県では、数十年から百数十年に一度の頻度で発生するとされるレベル１（L1）津波に対して、

沿岸部に防潮堤を整備することとしました（三陸地域は「高台移転」、仙台湾南部地域は「多重

防御」）。

● また、防潮堤を整備するにあたり、港湾利用者による生業が盛んであり荷役作業等のために導線

を確保する必要のある箇所については、陸閘を設置することとしました。

出典：港湾海岸防災協議会 第5回研究会 宮城県土木部港湾課「水門・陸閘等の操作規則の策定等について」

https://www.kaiboukyo.jp/file/upload/soc-5-2.pdf



5

子ども 成人期思春期・青年期 高齢者

生活習慣の変化（運動量↓、飲酒量・喫煙量↑、食生活の変化）

過体重、肥満の増加、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの増加
口腔内衛生の悪化

ストレスの増大（地域・人間関係の変化、生活の劇的な変化、過労等）

精神疾患（うつ病、PTSDなど）、ひきこもり、孤立、自殺死亡

妊娠中・産後女性への影響

産後うつ など

メンタルヘルス

情緒・行動面への影響、不登校

高齢者の健康への
影響 要介護率の

上昇、フレイル

被災した住民の方に生じる健康課題は身体面・精神面の多岐にわたることが明らかになった

東日本大震災後の中長期の被災住民の健康課題として明らかになったこと
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沿岸部（男性） 内陸部（男性） 全国（男性） 沿岸部（女性） 内陸部（女性） 全国（女性）

人
口

1
0
万

人
対

東日本大震災発生

男性

女性

仮設住宅供与終了開始
2016年5月

生活困窮のある避難者への
経済的支援の終了

仮設住宅供与終了後は被災者自身で
新たな生活拠点を確保の必要性

心理的な支援とともに、
経済・就労支援が生活困窮した被
災者には必要

転居等に伴うコミュニティーの
再分離

仮設住宅内で構築された地域とのつ
ながりやソーシャルサポート・キャ
ピタルは精神的健康に有用な役割を
果たしており、今回の結果に影響を
与えた可能性

考えられること

大類ら. 精神神経雑誌. 2020; 122(8): 573-584

男性は，仮設住宅の無償供与の終了し始めた2016年5月あ
たりから、女性は男性から1.5年ほど遅れて上昇に転じた

東日本大震災後を含む大規模災害後の被災地の自殺死亡率の長期的なモニタリング結果 仮設住宅の無償供与終了といった、「何らかの被災者を支援する制度
が終結する時期に自殺死亡率が再上昇する」ことを報告した最初の研究

対象市区町村：沿岸部：仙台市（宮城野区・
若林区）、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取
市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、
山元町、七ヶ浜町、女川町、南三陸町、内陸
部：沿岸部以外の市区町村

データソース：警察庁自殺統計（2009年か
ら2019年）

解析方法：12か月移動平均

男女ともに，震災
後から1.5-2年後に

遅れて上昇

これまで複数の研究
から報告あり

★息の長い支援が必要であることを
示した研究 政府の「震災後のこ
ころのケア活動」の5年延長の決定
にも寄与した研究

東日本大震災後の宮城県沿岸部自殺率：震災後8年間にわたるモニタリングから見えてきたこと



具体的な備え

（行動変容）が必要

出典：北國新聞 DIGITAL 2024年7月10日
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1454770



8どのように備えるか

⚫巨大地震が逼迫していることはわかっている

時間予測モデル・単純平均モデル ⇒ すべり量依存BPT（Back-slip with Pseudo-time）モデル等

⚫日時・場所・規模を正確に予測することはまだできない

地震予知に対する期待は高まっていた⇒ 1995年の阪神・淡路大震災は予知できなかった。

地震発生の「時間、場所、規模」を特定する予知に過度に期待して
はいけないことがわかってきた。

数十年間の地震発生確率を推定する地震「長期評価」の重要性が強
く認識されてきた。

⚫では、どのように備えるか



9具体的に備えるために

災害による死亡者数の大幅な削減目標

対策 災害による死亡原因の特定

備え 死亡原因に対応した備え



10過去の地震における死因

出典：内閣府 平成23年版防災白書参考資料７
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h23/bousai2011/html/honbun/2b_sanko_siryo_07.htm

注：平成24年3月11日現在
岩手県、宮城県、福島県において検視等を行った遺体を対象とする
出典：警察庁「平成24年警察白書」。ただし、当研究所が標題を修正

火災
87.1%

家屋全潰
10.5%

工場等の被害
1.4%

流失埋没
1.0%

死者・行方不明者 105,385名

建物倒壊による頭部損傷、内臓損傷、

頚部損傷、窒息・外傷性ショック等
83.3%

焼死
12.8%

不詳
3.9%

死者  6,434名
行方不明者 3名

圧死等
4.2%

焼死
0.9% 不詳

4.2%

溺死
90.6％

出典：東北大学災害科学国際研究所

関東大震災 阪神・淡路大震災 東日本大震災

（出典）日本地震工学会「『日本地震工学論文集Vol.4. no.4 September 2004』.
関東地震（1923年9月1日）による被害要因別死者数の推定. 諸井孝文・武村雅之」

（出典）「神戸市内における検死統計（兵庫県監察医、平成7年）」

死者  15,900名
行方不明者   2,520名



11

津波
72%

建物倒壊
24%

火災
3%

死因の内訳：南海トラフ巨大地震と首都直下地震

死者 298,000 人

建物倒壊
48%

火災
52%

死者 23,000 人

南海トラフ巨大地震 首都直下地震

7.3万人

21.5万人

1.1万人1.2万人

0.87 万人

出典：内閣府 防災情報のページ「首都直下地震対策検討WG」

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_report.pdf

出典：内閣府 防災情報のページ「南海トラフ巨大地震対策検討WG」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/saidai_01.pdf
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津波
~100%

建物倒壊
<0.1%

死因の内訳：日本海溝型地震・千島海溝型地震

死者 199,000 人

津波
~100%

建物倒壊
<0.1%

火災
<0.1%

死者 100,000 人

日本海溝型地震 千島海溝型地震

19.9万人 10.0万人

出典：内閣府 防災情報のページ「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討WG」

https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/pdf/211221/shiryo03.pdf



13南海トラフ巨大地震－防災対策による被害軽減

約7.3万人

約1.7万人
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約5.3千人

約1.8千人

0
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建物倒壊による死者 家具の転倒・落下
などによる死者

火災による死者 津波による死者

（万人） （千人） （万人） （万人）

現状平均
耐震化率

90％

耐震化率
100％

現状
対策済
35.9％

転倒防止
実施率
100％

約77％減 約66％減

約21.5万人

約7.3万人

0

5

10

15

20

25

早期避難
意識が

低い場合

全員が発災後
10分で避難を
開始した場合

約66%減

約2.1万人

約1.0万人

0

1

1

2

2

3

現状
感震ブレーカー

設置率8.5％

感震ブレーカー
設置率100％

約52％減

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ資料
防災庁設置準備アドバイザー会議（第４回）資料



14南海トラフ巨大地震被害想定の新旧比較

2012 年  32.3 万人

2025 年  29.8 万人

死者数



15予防対策の実例：耐震化の実情

出典：国土交通省 ｜住宅・建築物の耐震化について「2-2 都道府県別・市区町村別の耐震化率に関する状況」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001845179.pdf

※都道府県・市区町村の耐震化率
については、国土交通省が各都
道府県・市区町村に対し実施し
た調査をもとに整理。都道府
県・市区町村によって算定年次
や算定方法が異なる。

※平成30年以降の耐震化率の結果
を公表している46都道府県及び
1,265市区町村を着色。

※平成29年以前の耐震化率の結果
を公表又は耐震化率を未算定の
1県及び476市町村については白
抜きとしている。



16家具類の転倒・落下・移動防止対策

出典：東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/measures_house.html



17行動変容は極めて難しい

この呼びかけだけでは行動変容の実現は難しい。

住民の対応を促す取り組みが、現在の防災対策で圧倒的に不十分な部分

つまり被害を減らすためには

行政側の取組みに加えて

住民の対応が大きなカギを握っています。

行政と住民・企業などの一層の連携が求められます

出典：NHK 時論公論 南海トラフ巨大地震 新被害想定をどう受け止める
初回放送日：2025年3月31日



18主要死因別にみた死亡率（人口10万対）の推移

公衆衛生学は、
痛くもかゆくもない人に

減塩や禁煙！

（人口動態統計）



19タバコを吸うのが当たり前・カッコよかった時代

出典：たばこと塩の博物館（画像の使用許諾済）

Studio Ghibli, 1992「紅の豚」より

https://www.ghibli.jp/works/porco/#frame

東海道新幹線｢全席禁煙｣までのおおよその変遷（1964年開業）

1964年
全席 なし

1977年
大多数 1両

1985年
2/3車両 1/3車両

1993年
半数 半数

2011年
一部 大多数

2020年
なし 全席

東洋経済オンライン 2019/05/22

「来春実現､東海道新幹線｢全席禁煙｣までの変遷」を参考に作成

https://toyokeizai.net/articles/-/281673
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20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

全年齢

性別年齢別喫煙率の推移

男性

女性

（注）「全国たばこ喫煙者率調査」は2018年調査をもって終了。2019年からは「国民健康・栄養調査」の「現在習慣的に喫煙して
いる者の割合」を使用したので厳密には接続していない。

（資料）日本専売公社・日本たばこ産業株式会社「全国たばこ喫煙者率調査」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

（％）



21日本人の食塩摂取量（1人1日当たり）

（注）1974年以前：みそ、しょうゆ、漬物、塩干魚、小麦製品の消費量動向から求めた「社会実情データ図録」推計値。
1975年以降：厚生労働省「国民健康・栄養調査」による。

（資料）厚生労働省「国民健康・栄養調査」、農林水産省「食糧需給表」、農政調査委員会編「改定日本農業基礎統計」
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22
公衆衛生学は痛くもかゆくもない人々の行動を変容させてきた
健康意識と防災意識の向上：ポピュレーションストラテジーの例

（1）広報活動・環境整備
（例：メディアなどを通した広報活動、施設の禁煙・完全分煙、

遊歩道・公園整備、飲食施設でのヘルシーメニュー、など）

（2）自治体保健事業を活用して、広く介入
（例：健康教育など参加者への働きかけ）

（3）義務教育と連携
（例：小・中学校の児童・生徒や親への働きかけ）

（4）税・経済的誘導/インセンティブ・企業の取り組み
（例：タバコ税の値上げ、健康保険の保険料の差別化、

非喫煙者用保険商品、禁煙補助製品の販売）

（5）法令による社会通念の形成
（例：シートベル着用、未成年の禁煙・禁酒、自販機撤去条例、

生活環境条例（千代田区）、健康増進法、食育基本法）



23「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」

第一 趣旨
健康を実現することは、元来、個人の健康観に基づき、一人一人が主体的に取り組む課題であるが、個人に

よる健康の実現には、こうした個人の力と併せて、社会全体としても、個人の主体的な健康づくりを支援して
いくことが不可欠である。

そこで、「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」（以下「運動」という。）では、健康寿命
の延伸等を実現するために、2010年度を目途とした具体的な目標等を提示すること等により、健康に関連する
全ての関係機関・団体等を始めとして、国民が一体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国
民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促そうとするものである。

第二 基本的な方向

１ 目的

21世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期死亡の
減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とする。

２ 期間

運動の期間は、2010年度までとする。
運動の評価は、2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年度に最終評価を行い、その評価をその

後の運動の推進に反映させる。

３ 基本方針

（１）一次予防の重視
（２）健康づくり支援のための環境整備
（３）目標等の設定と評価
（４）多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進

健康日本21のノウハウを取り込み、

先進的な国家的取り組みである

防災日本2040を推進へ



24保健師が活躍した歴史的な出来事その１

保健師（公衆衛生看護）という専門職が「地域をまるごと看る力」で社会を動かした出来事を、世界と
日本に分けて年代順にまとめた。

世界：公衆衛生看護の原点と展開

時期 地域 内容

1890年代～ 米 ヘンリー・ストリート・セツルメント運動
低所得移民地域でリリアン・ウォルドらが訪問看護・衛生教育・保健統計を開始。
→ 住民台帳/訪問記録で疾病分布を可視化、学校保健・母子保健を制度化、のち

のVNS（Visiting Nurse Service）へ。

20世紀前半 英米 学校保健と就学時健診の普及
学校での視力・栄養・寄生虫・齲蝕対策を看護師が主導。
→ 学童の栄養状態・就学率・学力の改善。

1918～20 各国 スペインかぜ対応
自宅療養者の巡回看護、家族内感染予防指導、孤児・要介護者の生活支援。
→ 医療逼迫下で地域内死亡の抑制と生活維持。

1925～ 米ケンタッキー フロンティア・ナース・サービス
僻地で助産・母子保健・公衆衛生活動を展開。
→ 産前産後訪問と移動診療で母子死亡率を有意に低下、僻地看護のモデル確立。



25保健師が活躍した歴史的な出来事その２

世界：公衆衛生看護の原点と展開

時期 地域 内容

1930～50年代 欧米 結核対策の「訪問看護＋集団検診」
家庭訪問で服薬支援と隔離・換気指導、移動レントゲン検診の運営。
→ 罹患・死亡率の継続的低下、DOTSにつながる服薬支援の原型。

1980～90年代 欧米 HIV/AIDSコミュニティ看護
検査前後カウンセリング、在宅疼痛・症状緩和、スティグマ軽減の住民啓発。
→ 受検率向上、ケア継続、地域差別の緩和。

1988～ 南アジア
アフリカ

ポリオ根絶キャンペーン
個別訪問での接種勧奨・コールドチェーン維持・地域台帳更新。
→ 最終段階の接種取りこぼし減少に大きく貢献。

2014～16 西アフリカ エボラ流行地域でのリスクコミュニケーション
接触者追跡、葬送慣習への安全代替提案、家庭内感染予防教育。
→ 感染連鎖の遮断に寄与、地域信頼の回復。

2020～23 各国 新型コロナ
積極的疫学調査、健康観察・自宅療養支援、接種集団会場運営、ハイリスク層の
アウトリーチ。
→ 超過死亡抑制・医療逼迫緩和・ワクチン接種率向上。



26保健師が活躍した歴史的な出来事その３

日本：保健師の制度化と社会実装

時期 内容

1930～40年代 保健婦制度の確立 →「保健師」へ（2002）
結核・母子保健の訪問指導で制度化、戦後は保健所配属が一般化。
→ 地域保健の中核職として位置づけ確立。

1947～ 保健所法と保健所網の整備
住民登録型の母子・感染症・結核・栄養・衛生指導を展開。
→ 戦後の乳幼児死亡率/結核死亡の劇的低下を牽引。

1950～60年代 農村保健・生活改善運動
佐久総合病院などで保健婦が食生活・住居改善・栄養教育・共同炊事を推進。
→ 低栄養/寄生虫/結核の改善、地域組織化の成功。

1950～70年代 結核対策の主役
ツ反・集団X線、服薬支援、同居家族フォロー。
→ 罹患率/死亡率の大幅減、DOTS導入期の基盤整備。

1950年代～現在 感染症発生対応・食中毒対策
学校・高齢者施設・飲食店等での集団食中毒やノロウイルス流行時、健康観察・検便指導・
手洗い教育・施設衛生点検を実施。感染経路の特定や再発防止策を多職種で共有。
→ 集団感染の早期収束・住民の衛生意識向上に寄与。



27保健師が活躍した歴史的な出来事その４

日本：保健師の制度化と社会実装

時期 内容

1960～70年代 公害健康被害への対応（四日市・水俣など）
住民健康調査、健康手帳申請支援、曝露回避の生活指導、受診勧奨。
→ 被害者救済・慢性疾患管理・訴訟/補償の基礎データ整備。

1960～80年代 母子保健の普及
乳幼児健診・未受診家庭へのアウトリーチ、妊産婦訪問。
→ 乳児死亡率の継続的低下、未受診妊婦の把握・支援。

1980～2000年代 精神衛生から地域移行支援へ
退院促進、服薬・就労・家族支援、ヤングケアラー把握。
→ 長期入院の縮減、地域生活の定着支援。

1990年代～ 高齢化対応と在宅ケア
介護保険導入前後のケアマネ連携、独居高齢者の見守り・フレイル予防。
→ 地域包括ケアの実装に寄与。

1990年代～ 産業保健師の化学物質／過重労働対策
健診後フォロー、職場巡視、メンタルヘルス一次予防。
→ 産業災害・疾病の低減と復職支援。

1994法制定
1997施行

地域保健法
市町村保健センターに保健師を配置し、住民に近い保健活動へ再編。
→ 生活習慣病対策・健康増進事業が自治体単位で強化。



28保健師が活躍した歴史的な出来事その５

日本：保健師の制度化と社会実装

時期 内容

1995～ 阪神・淡路大震災
避難所の感染対策・慢性疾患薬管理・要配慮者スクリーニング。
→ 生活不活発病や深部静脈血栓症の予防につながる行動変容。

2000年代～ 虐待予防と要保護児童対策
新生児・産後早期の全戸訪問、リスク家庭の早期介入、関係機関連携。
→ 重篤事案の予防と児童相談所連携の平準化。

2000～ 生活習慣病・健康日本21

受診勧奨、栄養・運動・禁煙支援、コホート連携の地区介入。
→ 受診率・禁煙率・減塩達成度の改善。

2004～
2007～

新潟県中越地震（2004）／中越沖（2007）
仮設住宅巡回、寒冷下での体調管理・メンタルヘルス支援。
→ 冬季災害時の巡回モデル確立。

2006～ 自殺対策基本法後の地域連携
ハイリスク把握、見守りネット、住民ゲートキーパー養成。
→ 自殺死亡率の中長期的低下に寄与。

2009～ 「こんにちは赤ちゃん事業」
全ての乳児家庭への訪問・養育支援。
→ 産後うつ・孤立の早期発見、育児不安の軽減。



29保健師が活躍した歴史的な出来事その６

日本：保健師の制度化と社会実装

時期 内容

2010年代～ 外国人住民・多文化保健
多言語問診・母子保健支援、予防接種キャッチアップ、医療アクセス調整。
→ 防げる健康格差の縮小。

2011～ 東日本大震災
広域避難・長期仮設での健康サーベイランス、NCD管理、サロン・見守り体制構築、放射線
不安へのリスクコミュニケーション。
→ 孤立死抑制、慢性疾患増悪の抑制、地域支援ネットワークの再生。

2015～ データ駆動の保健事業
健診・レセプト・KDB等の統合とハイリスク抽出、個別支援。
→ 介入効率の向上、アウトカムの可視化。

2015～ 認知症と地域包括ケア
初期集中支援チーム、BPSD家族支援、徘徊SOS網の構築。
→ 早期受診・在宅継続の促進。

2016～
2018～

熊本地震（2016）／西日本豪雨（2018）
エコノミークラス症候群対策、トイレ衛生・感染対策、要介護者個別支援計画。
→ 災害時避難所標準（SPHERE/日本版）運用の深化。



30保健師が活躍した歴史的な出来事その７

日本：保健師の制度化と社会実装

時期 内容

2018～ 子どもの貧困・ヤングケアラー支援
学校・福祉・NPOと家庭訪問の連携、学習/食支援につなぐ。
→ 教育・健康格差の緩和。

2020～23 新型コロナ
積極的疫学調査・濃厚接触者フォロー、宿泊/在宅療養管理、ワクチン接種の個別勧奨、ハイ
リスク世帯への健康観察。
→ 地域での波の平準化、過負荷医療の緩和。

2024～ 能登半島地震
断水・寒冷下での感染症/慢性疾患悪化予防、保健医療福祉調整本部でニーズ分類、巡回外来
と連携。
→ 長期化する避難生活の健康被害を軽減。

継続的 難病・希少疾患の在宅療養支援
ALS等の療養環境整備、レスパイト調整、災害時要配慮者台帳の整備。
→ 断続的支援から包括的支援へ。

通例化 災害時母子保健・避難所産前産後ケア
母乳・ミルク・離乳食の安全供給、産後うつスクリーニング。
→ 脆弱層の健康維持と二次被害予防。



31保健師の活躍

沖縄の保健衛生の歴史を語る上で欠か

すことのできない存在であるのが「公衆

衛生看護婦」です。

第二次世界大戦後の沖縄県において、

保健医療改善をされてきました。医療施

設や人的資源の不足、高い乳幼児死亡率、

風土病の蔓延など様々な問題を克服して

きました。
公衆衛生看護婦駐在の設置と存続に尽力された金城妙子女史 (右)

伊原間公看駐在所(1965年8月19日 設置)の 前で

出典：沖縄県看護協会 記念誌「沖縄の看護協会30年」
https://www.oki-kango.or.jp/pdf/about/2023/2_1.pdf

沖縄における公衆衛生の歴史



32保健師が活躍した歴史的な出来事のまとめ

何が「歴史的意義」か（共通する特徴）

1. 個別訪問・台帳管理・保健統計で「見えない需要」を可視化し政策化

2. 生活に入る看護で、医療が届きにくい層へアウトリーチ

3. 多職種連携のハブとして医療・福祉・教育・行政・地域組織を束ねる

4. リスクコミュニケーションで不安とスティグマを低減し、行動変容を実現

5. 災害×慢性疾患×メンタル×社会的要因を統合して被害の長期化を防ぐ



33看護職が事前防災で活動できる根拠が必要

保健師助産師看護師法
第36条（保健師等の業務上の従属関係）

「保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。」

※地域防災や災害時対応において、保健所長の指示に従い行動すべきという根拠条文として引用されることが多い

看護職の倫理綱領（公益社団法人日本看護協会）

１６ 災害は、人々の生命、健康、生活の損失につながり、個人や地域社会、国、さらには地球環境に深刻な影響を及ぼ
す。看護職は、人々の生命、健康、生活をまもる専門職として災害に対する意識を高め、専門的知識と技術に基づき

保健・医療・福祉を提供する。

看護職は、災害から人々の生命、健康、生活をまもるため、平常時から政策策定に関与し災害リスクの低減に努め、
災害時は、災害の種類や規模、被災状況、初動から復旧・復興までの局面等に応じた支援を行う。

地域保健対策の推進に関する基本的な指針（地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項の規定に基づき策定）

第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

一 保健所

3 地域における健康危機管理の拠点としての体制・機能
（六） 健康危機管理に関する住民の意識を高めるため、リスクコミュニケーションに努めること。

※平成１３年に定められた「厚生労働省健康危機管理基本指針」によれば、健康危機管理とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生
じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものを
いう。」とされている。
この定義における「その他何らかの原因」の中には、阪神・淡路大震災や有珠山噴火のような自然災害、和歌山市毒物混入カレー事件のような犯罪、ＪＣＯに
よる東海村臨界事故のような放射線事故、健康被害は発生しなかったがその可能性が心配されたコンピュータ西暦２０００年問題等、様々な原因の健康危機事
例が含まれること、また、サリン事件のような化学兵器や毒劇物を使用した大量殺傷型テロ事件が発生した場合にも対処を求められる可能性があることにも留
意する必要がある。すなわち、不特定多数の国民に健康被害が発生又は拡大する可能性がある場合には、公衆衛生の確保という観点から対応が求めれられてい
るということである。



34福祉専門職はすでに事前防災の領域に入り込んでいる

個別避難計画作成における福祉専門職と地方交付税

出典：令和4年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 【内閣府政策統括官（防災担当）】

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000908754.pdf

＜作成の優先度の高い対象者＞

●ハザードマップ上で危険な地域にお住まいで、かつ
●介護を要する方
など、まずは現時点で自治体が地域防災計画に定めた優先度の高い避難行動要支援者（※１）について、おおむね５年程度で
作成（※２）に取り組むよう依頼

※１ 優先度の高い避難行動要支援者とは、要介護度３～５の高齢者、身体障害者手帳１級・２級等を所持する身体障害者や重度以上と判定された知的障害者等の自
ら避難することが困難な者のうち、ハザードマップで危険な区域に住む者や、独居または夫婦二人暮らしの者など、地方公共団体が優先度が高いと判断する者

※２ 作成には福祉専門職の参画も想定している。作成経費は、これまでの事例等から、福祉専門職の参画に対する報酬や事務経費など一人あたり７千円程度を要す
ると想定

＜作成に係る財政措置・支援策＞

（財政措置）
⚫ 令和３年度より、市町村における個別避難計画の作成経費について新たに地方交付税措置

（支援策）
⚫ 作成手順などを明示した具体的な取組指針の提示

→「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和３年５月改定）
※福祉避難所については、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」（令和３年５月改定）

⚫ 優良事例を全国的に展開するためのモデル事業の実施（令和３年度内閣府予算事業）
※ 市町村事業 個別避難計画の作成プロセスの構築に取り組む市町村の事業（計34団体）注）特別区も市町村事業の対象となる

都道府県事業管内の市町村事業の成果等を共有する場を設け、意見交換をして改善し、横展開をすることなどに取り組む都道府県の事業（計18団体）

⚫ 活用の可能性がある既存の補助制度（※）の紹介・周知
※ 防災・安全交付金や農山漁村地域整備交付金は、個別避難計画の作成に活用できる可能性がある



35事前防災における保健師の活躍を阻んでいるものは何か

1. 法律がある

2. 「地域をまるごと看る力」の実績がある

3. 誠実な情熱がある

4. 建物耐震化、家具の転倒・落下防止対策、感震ブレーカー設置、自主的迅速避難の実現
で数十万人の方々を救うことができるとわかっている

5. 何が足りないのか



36巨大災害の根本問題に挑戦

行動変容

仙台防災枠組の目標達成

防災投資

意識

知識

選挙

公衆衛生学的アプローチ
健康日本21⇒防災惑星21

SNS・メディア

伝承活動・語り部

義務教育

自治体・企業保健

税・法律 マーケティング

エンター
テインメント

インセンティブ・
補助金

政策提言費用対効果分析

防災コミュニ
ケーション学



37枠組に中身を入れる

防災？？

中身を入れて実行する
項目 取組 中間指標 目標

国別計画
都道府県別

計画
市町村別

計画 現状値
目標値
2030年 現状値

目標値
2030年

建物の強度 1. 自治体保健 ●● ●● ●● 1. 自宅耐震化率 ●● ●● 死亡者数の大幅削減 ●● ●●

2. SNS ●● ●● ●● 2. ビル耐震化率 ●● ●●

3. 補助金 ●● ●● ●●

4. 税控除 ●● ●● ●●

枠組をつくり
（仙台防災枠組）

4つの優先行動

・災害リスクの理解
・災害リスクの管理
・レジリエンス向上のための防災投資
・ビルド・バック・ベター（より良い復興）

7つのグローバル防災目標

・災害による死者数を大幅に削減
・災害による被災者数を大幅に削減
・災害による経済的損失を大幅に削減
・主要インフラ被害を大幅に削減
・防災政策を有する国・自治体の数を増やす
・国際防災支援の強化
・早期警報システムの拡充



38災害における死亡の形態とその予防・対応策

死亡形態 予防・対応策

直接死 発災前の備え 建物耐震化

家具の転倒・落下防止

迅速避難

感震ブレーカー

インフラ整備と防災テクノロジーの実装

災害関連死 発災前 水、食料、簡易トイレの備蓄

直接死防止への備え⇒余裕

個別避難計画から災害ケースマネジメントへ

発災後 避難所等における適切な生活環境の確保
冷暖房、簡易トイレ、簡易ベッド、プライバシー、適切な広さの私的空間の確保、
服薬、水分補給、温かい食事、運動、入浴、など

災害関連死防止手法の体系化・病院BCP

情報共有…どこにいるか・どのような状況か

自助・共助・公助・（包助）…あらゆるステークホルダーで対応

災害弔慰金制度 枠組の整備…透明性と標準化

申請手続きの迅速化と審査の正確さ…DX化による情報集約
…新型コロナウイルス感染症の教訓



39災害対策基本法の課題：備蓄の優先？

（住民等の責務）

第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規

定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画

の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。

２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業と

する者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施す

るとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に

協力するように努めなければならない。

３ 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、

飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとと

もに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝

承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。



40健康増進法

第１条（目的）

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健

康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推

進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を

図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

第２条（国民の責務）

国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの

健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。



41強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

（前文）
我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。

我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
我が国においては、二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等に

よる大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定
する必要がある。これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難とも
いえる状況となるおそれがある。また、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発している。我々は、このような自
然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産
を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の一つである。

もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがなく、他方、当該施策を実施するための財
源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に
対する脆ぜい弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び
生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。

（目的）

第一条 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影

響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等（以下単に「大規模自然災害等」という。）に備えた国土の全域にわたる強靱な国

づくり（以下「国土強靱化」という。）の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画

の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国

土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発

展に資することを目的とする。

（事業者及び国民の責務）

第五条 事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する

施策に協力するよう努めなければならない。



42強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

（基本方針）

第八条 国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整

備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知

識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限

に図られること。

二 行政、情報通信、交通その他の国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模

自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続

可能なものとなるようにすること。

三 地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然

災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規

模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産及び公共施設に係る被

害の最小化に資すること。

四 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られ、大規模自然災害等が発生した場合

における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること。

五 予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する

施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。

六 事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特

に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。

七 現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るために実施されるべき施策に

ついては、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用によ

る当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。



43●●市国土強靭化地域計画

より一層の市民への啓発
や耐震診断・耐震改修等
に対する支援を行います。

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
_res/projects/default_project/_page_/
001/008/239/kyoujinkakeikaku_r.pdf



44防災コミュニケーション学の発展によって行動変容を実現

大きな減災効果を期待できる防災行動、例えば
建物の耐震化、家具の転倒・落下防止等につい
て、現状では十分に実施されていない

特に被災地以外の地域で防災に関する行動変容
が不十分

防災分野の特性を十二分に踏まえ、ヘルスコ
ミュニケーション学の手法を防災に取り入れ、
体系的に整理し展開していく

防災コミュニケーション学の展開によって大幅
な減災を実現

健康向上に資する行動変容のための理論や実
践・実績の積み重ねがあるヘルスコミュニケー
ション学

現存する学問分野として確立され、無関心層も
含め、禁煙や減塩を実現している

一人ひとりの自助力を上げる力を飛躍的に増強し大幅な防災・減災を実現できる。



45国民一人ひとりがとるべき４つの重点課題の数値目標（案）

家屋の耐震化 家具・家電転倒防止 感震ブレーカーの設置 自主的迅速避難

現在の
目標値

南海トラフ地震防災対策推進地域（市町

村（15,000人未満を除く））での耐震性が不
十分な住宅をR17年までにおおむね解
消
（R7年7月中央防災会議・南海トラフ地震防災
対策推進基本計画）

全国での家具の固定率をR17年まで
に60%

（R7年7月中央防災会議・南海トラフ地震
防災対策推進基本計画）

著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する
地方公共団体のうち、感震ブレーカーの設置に
係る計画で定めた目標をハード対策と一体的に
達成した「地方公共団体」の割合をR12年度ま
でに100%

（R7年7月中央防災会議・南海トラフ地震防災対策推
進基本計画）

なし

現状値
R5年の住宅の耐震化率（全国）約90％
（国土交通省（総務省「住宅・土地統計調査」
をもとに推計））

R4年の家具・家電固定率（全国）

35.9%
（R4年内閣府「防災に関する世論調査」）

首都圏の「危険密集地域」のうち戸建て住宅に
居住する世帯の30.5%

（R6年内閣府「首都圏の住宅における感震ブレーカー
の普及状況に関する調査」）

南海トラフ地震防災対策推進地域の指定市町村
で、かつ「地震時等に著しく危険な密集市街
地」に居住する世帯の15%

（H30年内閣府「感震ブレーカーに関する意識と普及
状況に関する調査」）

R5年の感震ブレーカー設置率 約8.5%（R7年3

月中央防災会議・南海トラフ巨大地震最大クラス地震
における被害想定について【定量的な被害量】）

R4年の感震ブレーカー設置率（全国）5.2%
（R4年内閣府「防災に関する世論調査」）

避難勧告等の発令にかかわらず、自分で
避難を判断する 20.0%

（避難に関する特別世論調査、 H22年内閣府政
府広報室）

H24年熊本県広域大水害を受けて翌年の
豪雨で実施された「予防的避難」で実際
に避難した割合 31％

（星出ら. 予防的避難の課題と展望. 土木学会）

外国人を対象とした防災知識の普及に取
り組んでいる基礎自治体 69.9%

（H28年消防防災科学センター）

将来的な
数値目標

100％ 100％ 100％ 100％

その他の
目標

• 高齢者世帯・生活困窮世帯住宅の耐震
化の促進

• 住宅耐震化の市町村格差の解消

• 高齢者世帯・乳幼児のいる世帯・生
活困窮世帯での家具固定化の促進

• 感震ブレーカーの認知度の向上

• 感震ブレーカー設置費補助を行う自治体の一
層の増加

• 生活困窮世帯での感震ブレーカー設置の促進

• 要支援者の迅速避難が可能な支援体制
構築の一層の進展（個別避難計画の作
成率のさらなる上昇）

• 防災訓練への参加率の上昇

※ 防災基本計画や地域防災計画などの既存計画に明記されている内容については、今回は触れていない



46
「取組」を列挙：具体的事業例（職能団体・民間企業・マスメディア・アカデミア）
※ 防災基本計画や地域防災計画などの既存計画に明記されている内容については、今回は触れていない

• 災害対策基本法の改正→「国民の責務として、生活必需物資の備蓄等に加え『家屋の
耐震化、家具・家電転倒防止、感震ブレーカーの設置』」を追加

• 防災基本計画への「直接死亡を大幅に削減するための国民の責務（耐震化、家具・家電転

倒防止、感震ブレーカー、迅速避難）」を追加

地方自治体国

• 地域防災計画への「直接死亡を大幅に削減するための住民の責務（耐震化、家具・家電転

倒防止、感震ブレーカー、迅速避難）」を追加

「法的整備」と「計画の整備」

• 耐震診断に基づいた家屋の耐震化費用の全額補助制度 および 耐震化を実施した家屋所有者の固定資産税減免等のインセンティブ強化*1

• 専門家による家具・家電転倒防止のための設置診断 および 転倒防止策に係る費用の補助制度の「全市町村」での創設*1

• 感震ブレーカー設置のための補助制度の「全市町村」での創設*1 （*1 高齢者・生活困窮世帯等の重点対象を設定）

• 「健康マイレージ」制度への防災行動変容（家具・家電転倒防止、感震ブレーカーの設置、防災訓練への参加）の追加 → ポイント還元などのインセンティブ付与

• 個別避難計画策定している住民への「防災アプリ」を活用した避難介助・避難確認システムの開発への補助

• 耐震診断や家具固定によるマイナポイント等の付与制度

「補助制度」と「インセンティブ」

• 保健師助産師看護師法に保健師の事前防災を業務として追加

• 地域福祉法の「地域福祉計画」「社会福祉協議会」の項に事前防災教育を追加

• 「自宅耐震化状況」「家具・家電転倒防止」「感電ブレーカー設置補助事業」の見える化 および 「サーベイランスシステムの構築」 「見える化・情報発信」

• 直接死亡を大幅に削減するための具体的方法を地域住民へ直接声がけするメッセン
ジャーとしての役割役の養成（防災士、 民生委員、 地域包括支援センター、 社会福祉協議会、 

保健師 等）

「人材育成（事前防災の担い手の拡大）」

• 義務教育での災害直接死を防ぐ防災行動の教育、「マイ・タイムライン」作成体験

• 高齢者世帯・乳幼児がいる世帯向けへの「家具・家電転倒防止」等の教育機会の確保
（介護予防教室、新生児訪問、子どもの事故防止研修等）

「教育・普及啓発」

• 災害対策基本法に、国、地方公共団体のほか保健師、民生委員の「防災教育や要配
慮者に対する防災上の措置」の努力義務を追加

• 消防法への「感震ブレーカ設置義務化」の追加

• 家屋の耐震化に向けた「耐震性能表示の義務化」の法的整備

• 家具・家電固定化を促進させるため「賃貸住宅における家具・家電の固定化を原状
回復義務の適用除外」とする（ガイドライン等への追加）

「法的整備」

• 自治会・介護保険事業所・障害福祉サービス事業所等への個別避難計画策定の補助

• 「防災アプリ」＊の全都道府県・市町村への導入の促進 「技術開発」 ＊「防災アプリ」：全国の各自治体で運用している災害情報のプッシュ通知や避難所検索機能を有する
スマートフォンアプリケーション



47
「取組」を列挙：具体的事業例（国・地方自治体）
※ 防災基本計画や地域防災計画などの既存計画に明記されている内容については、今回は触れていない

• 家具・家電転倒防止対策を担う診断・作業人材体制の整備（建築士協会等）

• 家庭訪問等の際に、家具・家電転倒防止対対策や感震ブレーカー設置を確認し、地域住民へ直接声がけするメッセ
ンジャーの役割を担う（防災士、 民生委員、 地域包括支援センター、 社会福祉協議会、 保健師等）

マスメディア

職能団体 「事前防災のメッセンジャー」「専門家の確保」 アカデミア

• 専門的知見からの助言、エビデンスの構築

「技術開発」「人材育成」「教育・介入」「見える化・情報公開」

民間企業

• ケアマネジャー等と防災部局の連携強化のための個別避難計画作成のDX化 と 情報共有プラットフォームの構築

• 国民の多様なニーズに応える、家屋の耐震化に向けた耐震補強工法開発

• 「防災アプリ＊」の追加機能で「あなたの周囲〇m、 〇㎞以内にお住まいの人が避難を開始しました」「〇〇避難所に〇人避難
しています」のような、周囲の住民が避難開始したことをお知らせできる機能の共同開発

• 「防災アプリ＊」の避難所チェックイン機能に、マイナポータルと連携した避難者の健康調査（現在の心身の健康状態、通院状況、

服薬の必要性の有無など）の追加機能の開発（地方自治体との連携）

• 「やさしい日本語」の活用徹底 と 翻訳アプリ等の導入や多言語対応の防災アプリやウェブサイトの整備（地方自治体との連携）

「技術開発（家屋の耐震化）」

「技術開発（自主的迅速避難 等）」

「技術開発（迅速避難）」

• 国、地方自治体と連携した、災害直接死を防ぐための防災行動（家屋の耐震化、家具・家電転倒防止、感震ブレーカー、自主的迅速避難）に関する啓発コンテンツの
開発およびCMの放映（例．「大地震は起こります」、「シン・三びきのこぶた」・・・）

• 感震ブレーカーの認知度を向上ための「感震
ブレーカー」の頻回な情報発信

「見える化・情報発信」

• 「防災アプリ」との連携した補助申請のDX化（例：防災ア
プリで「家具・家電転倒防止の教材の視聴から、専門家からの診断、
補助金申請までの一連の流れが完結」する仕組みを開発）

• 感震ブレーカー設置による地震保険料割引等のインセン
ティブ導入

• 地方自治体と連携した、避難支援ツールや避難訓練補助
ツールの開発（例：災害避難ゲーム、避難所運営ゲーム）

「技術開発（自主的迅速避難 ）」

• 「家屋の耐震化」「家具・家電転倒防止」「感震ブレーカーの設置」の具体的方法を地域住民へ直接声がけし、対応できるところにつなぐメッセンジャーとしての役割を担う人材
の養成（防災士、 民生委員、 地域包括支援センター、 社会福祉協議会、 保健師等）

• 高齢者世帯・乳幼児がいる世帯向けへの情報提
供・教育の実施（地域包括支援センター、 社会福祉

協議会、 保健師等）

「教育・普及啓発」

• 自治体・民間企業・マスコミ・専門家・アカデミアと連携した家具・家電転倒防止の教育教材の開発・情報発信

「教育・普及啓発」

「技術開発」

「インセンティブ」

＊「防災アプリ」：全国の各自治体で運用している災害情報のプッシュ
通知や避難所検索機能を有するスマートフォンアプリケーション



48取組の開始：家具の転倒・落下防止リーフレットの開発

出典：徳島市HP
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/anzen/shoubo_bousai/disaster_prevention/saigai/jishin/tentou_boushi.html

東北大学災害科学国際研究所作成



49取組の開始：家具の転倒・落下防止リーフレットの開発

東北大学災害科学国際研究所作成



50三びきのこぶた

レンガの家であっても、

耐震化していないと

パンケーキクラッシュ



51三びきのこぶた 2.0



52津波対策 個人としては・・・

個人としては、逃げる！
なぜ津波で逃げないのか
① 過去大丈夫だった
② 自分は大丈夫だろう/正常性バイアス
③ 家族がバラバラの時それぞれ避難できない
④ 身体的理由等によりそもそも避難できない
⑤ あきらめと有効性への疑念

国家としては、高台移転・職住分離！ 多重防御！

大惨事の前に大事業が必要かも知れない



53津波で家ごと流されて9日後に奇跡的に救出された青年がいる

出典：テレ朝NEWS

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000209118.html

出典：デジタル朝日 2024年10月6日

「奇跡の救出」に苦しんだ少年 助けた警察、報じた記者とのそれから

https://www.asahi.com/articles/ASS9T1VGHS9TUNHB00ZM.html?iref=pc_ss_date_article

宮城県石巻市で津波で家ごと流されて9日後に奇跡的に救出

された青年がいます。

阿部任さん（現在）：「あの時、ちゃんと逃げていれば良

かったと。今も後悔しています」

震災当時、高校1年だった阿部さんは津波で家ごと約200

メートル流され、9日後、祖母と一緒に救助されました。

阿部任さん（16歳当時）：「水とか飲んで、あとはお菓子

があったので、お菓子を食べていた。助かって良かった」

高校卒業後は山形の大学に進学し、就職を機にふるさとへ

戻ると語り部としての活動をスタートしました。

阿部任さん（現在）：「皆さんがこういった震災に遭った

時は、本当に迷わずに逃げてもらいたい」

語り部になって自身の経験を語り続けています。

阿部任さん（現在）：「自分の語り部が力になれば良い」



54阿部任さん…東北地方太平洋沖地震（2011年）時の避難にかかる障害要因の整理

【考察】なぜ避難行動を取れなかったのか

以上の経過を踏まえると、避難行動を阻害した要因として以下の点が挙
げられる。

1.環境的要因
・海岸線から900メートルという距離により、「津波はここまで来な

い」という誤った認識を持っていた。
・近隣住民の多くが避難を選択しなかったことで、集団心理の影響を

受けた。

2.情報の誤認
・大津波警報の発表地域を正しく認識できなかった。
・事前の防災教育があったものの、実際の行動に結びつかなかった。

3.防災意識の低下
・進学に伴う環境の変化で津波に対する警戒心が薄れていた。
・過去の避難訓練が「実際の災害」に直結する形で活かされなかった。

4.意思決定の遅れ
・揺れの後、災害グッズを確認するなど、避難以外の行動を優先した。
・「自宅2階で救助を待てる」との誤った判断をしてしまった。

【結論】

本稿では、自身の経験を基に具体的な要因を整理したが人
が避難行動を取れない背景には、環境的要因、情報の誤認、
防災意識の低下、意思決定の遅れといった複数の要素が複
雑に絡み合っていることが再確認できた。

●3月9日の前震から前日までの意識

・3月9日、東北地方太平洋沖地震の前震が発生した際、仙
台市泉区の高校にいた。大きな揺れを感じたものの生活
環境が変わったこともあり、地震発生時の行動や津波の
危険性について深く考えることはなかった。また、大き
な被害は確認されず、「この程度の地震なら問題ない」
という認識が形成されてしまった可能性がある。

・3月10日、石巻に帰省したが防災意識が特に高まることは
なかった。特に、「30年以内に宮城県沖地震が発生す
る」とは言われていたものの、「いつか来るもの」とい
う漠然とした認識にとどまっていた。

●地震発生直後の行動と情報収集

3月11日14時46分、自宅にて被災し、揺れにより身動きが
取れない状況に陥った。揺れが収まると、2階に移動し、事
前に用意していた災害対策グッズや非常持ち出し袋を確認
した。しかし、同時に「万が一、床上浸水しても2階で救助
を待てばよい」と判断し、避難行動を取ることを放棄した。

その後、テレビやラジオの情報を通じて大津波警報が発
表されたことを知ったが、警報発表地域を正しく認識でき
ず、気仙沼以北にのみ適用されるものと誤認した。また、
近隣住民と会話した際、避難しないと判断する者が多く、
その安心感から自身も避難の必要性を強く感じなかった。

津波が流入し始めた際、2階へと避難した。しかし、その
後、自宅周囲は瓦礫に囲まれ、家屋の倒壊の危険もあった
ため、脱出を断念せざるを得なかった。



55語り部はなぜ語るか・・・

備えて欲しいから・・・
出典：毎日新聞 2025年3月8日「eye 語り部は命を守る仕事 伝承する若者たち」

https://mainichi.jp/graphs/20250306/mpj/00m/040/132000f/20250306mpj00m040116000p



56地域防災会議

2025年10月31日 第２回石巻市防災会議の様子

出典：石巻市長公式facebook 2025年11月1日投稿
https://www.facebook.com/people/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%E9%95%B7-%E9%BD%8B%E8%97%A4-%E6%AD%A3%E7%BE%8E/100067746805284/

主たる議論は、避難所の在り方と自治体の備蓄状況
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58防災行動に関する質問（東北大学災害科学国際研究所作成）

（地震・火災）

防災行動1. 自宅を耐震化している。

防災行動2. 自宅の家具を固定している。

防災行動3. 自宅に感震ブレーカーを設置している。

防災行動4. 自宅に消火器を設置している。

（備蓄）

防災行動5. 少なくとも7日分の水を備蓄している。

防災行動6. 少なくとも7日分の食料を備蓄している。

防災行動7. 簡易トイレ・携帯トイレを備蓄している。

防災行動8. ライフジャケットにもなるなど多機能な非常用持ち出し袋があることを知っている。

（避難）

防災行動9. 自分に合った個別避難計画を立てている。

防災行動10. 少なくとも年に1回、自宅とよく行く場所の避難訓練に参加している。

防災行動11. 自然は人知を超えることがあることを知っている。

防災行動12. 長期的に見てリスクの高い場所を避けることも有効であることを知っている。

・「はい・いいえ・わからない」の3段階評価



59「行動変容が災害から多くの命を救う」を世界の潮流に

⚫ 日本は防災に関して多くの知見と技術を有する。

⚫ それでもなお日本においても欠けているものがある。

⚫ 個人の防災に関する行動変容が十分ではない。

⚫ 1923年、1995年、2011年という直近3つの巨大地震に

おける主な死因は、火災による焼死、建物倒壊などに

よる圧死、津波などによる溺死であった。

⚫ 建物耐震化（90%）、家具の転倒防止（40%未満）、

感震ブレーカー設置（5%）、自主的迅速避難（68%）

などが、目標であるほぼ100％に遠く及ばない。

⚫ 公衆衛生・予防医学で実績のあるヘルスコミュニケー

ションの手法を防災に取り入れることが、極めて有効

と思われる。

⚫ 防災と保健の融合を「防災コミュニケーション」と呼

んでいる。

Nature誌 「World View」 への記事掲載（Kuriyama, Nature Vol. 644, Aug. 2025）



60Nature誌 「World View」をきっかけに・・・

⚫ 家具の固定、避難経路の確保、煙探知機の維持といった日本

と極めて類似した家庭レベルの防災行動を調査し、12ヶ月間

にわたる実際の行動変化を追跡しました。

⚫ 一般的な意識啓発ではなく行動そのものに焦点を当てること

の重要性が改めて強く認識されました。

⚫ 特に注目すべきは、法律で縛りえない行動の持続的定着を最

も強く予測した要因が、災害への恐怖や一般的な知識ではな

かった点です。より根本的な要素——推奨行動が実際に効果

を発揮するという人々の確信（自己効力感）——が鍵でした。

⚫ 人々が自らの努力で被害を軽減できると真に確信し能力を感

じた時、行動変容ははるかに持続的になることを示唆してい

ます——たとえ宿命論が強く信頼が低い状況下でも。

⚫ 本研究から得られたもう一つの重要な知見は、対面での実践

的関与の強力な効果です。単純な観察訪問さえ防災準備の強

力な推進力となり得ることを示唆していました。

世界中からコンタクトがあり、共通する知見が多いことを確認
例えば・・・

GHV: Global Health Visions



61SDGs「誰一人取り残さない」ためのインクルーシブ防災

• 東日本大震災における障害者の死亡率は一般的な死亡率の約2~4倍（宮城県、NHK、

河北新報社など）

• 避難生活等の身体的・精神的負担による疾病等、災害に関連した原因で亡くなる災害関

連死をみても、東日本大震災の災害関連死における障害者の割合は24.6%（共同通信）

• 2015年仙台市で開催された国連防災世界会議で「障害と防災」が取り上げられるまでは、

障害者が実際に意見を述べる機会が限られていた。

令和5年6月19日「医療的ケア児・者と災害」セミナーの様子
（写真提供の承諾済）

Nothing about us without us
（私たち抜きに私たちのことを決めないで）

当事者の話を聞いて、個別避難計画を策定



62防災コミュニケーションとインクルーシブ防災の関係

インクルーシブ防災：

生まれた余裕で、さらにきめ細かく

誰一人と取り残されない防災を実現

防災コミュニケーション：

一人ひとりの自助力を飛躍的に増強し、

大幅な防災・減災を実現

発災時に余裕が生まれる



63世界中の地震の発生場所：日本は地震の多い国

出典：気象庁 https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/jishin/about_eq.html



64発生が懸念される主な国難級大規模地震

南関東でM7クラスの地震が発生する確率は、今後30年

間で70％程度

＜被害想定＞

死者：建物倒壊と火災による死者は、最大約23,000人

経済損失：約95兆円

GDB低下等を合計すると1,001兆円
日本海溝・千島海溝沿いでM8級の地震

が発生する確率は今後30年以内に、

日本海溝沿い：ほぼ0～70％程度

千島海溝沿い： 7～80％程度

＜被害想定＞

死者

日本海溝沿い：最大約199,000人

千島海溝沿い：最大約100,000人

経済損失

日本海溝沿い：約31.3兆円

千島海溝沿い：約16.7兆円

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震

首都直下地震

南海トラフ巨大地震

【参考】東日本大震災＜被害＞

死者：15,900人

行方不明者：2,520人

経済損失：16.9兆円

南海トラフでM8～9級の地震発生

確率は、30年以内60~90％

＜被害想定＞

死者：最大約298,000人

経済損失：約270.3兆円



65もしこのご自宅が耐震化されていないと知ったら・・・

出典：FNNプライムオンライン 東海テレビ 2024年2月24日
https://www.fnn.jp/articles/-/659350



66もしこの家具が固定されていないと知ったら・・・

出典：消費者庁公表資料 2017年11月10日
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_010/



67もし通電火災の危険があると知ったら・・・

出典：神戸市

https://kobe117shinsai.jp/area/nagata/f174.php



68もしAさんが逃げ遅れると知ったら・・・

出典：Yahoo! JAPAN 東日本大震災 写真保存プロジェクト

https://archive-shinsai-photo.west.edge.storage-yahoo.jp/3634.jpg



69防災行動変容プロジェクトチームメンバー・連携パートナー

福島 洋

（代表）

東北大学災害科学国際研究所
陸域地震学・火山学研究分野

栗山 進一
東北大学災害科学国際研究所
災害公衆衛生学分野

佐藤 健
東北大学災害科学国際研究所
防災教育実践学分野

尾島 俊之
浜松医科大学医学部医学科
健康社会医学講座

佐藤 翔輔
東北大学災害科学国際研究所
防災社会推進分野

ゲルスタ
ユリア

東北大学災害科学国際研究所
災害メモリー学分野

森田 果
東北大学大学院法学研究科
総合法制専攻

小杉 素子
静岡大学学術院工学領域
事業開発マネジメント系列

大類 真嗣
東北大学災害科学国際研究所
災害公衆衛生学分野

岩本 萌
東北大学医学系研究科保健学専攻
公衆衛生看護学分野

藤本 慎也
東北大学災害科学国際研究所
防災コミュニケーション学分野

遠峰 良美
（連携パートナー）

（株）キャンサースキャン
介入研究事業本部



7029万8千人を救えるか

ぜひ、ご一緒しましょう！

⚫ 私たちは、東日本大震災で亡くなられた方の「想い」を背負っています

⚫ 「命を守る防災」実現に全身全霊で取り組んでいく必要があると思っています

⚫ 今、すべきことがあると知り、全力で立ち向かう社会的雰囲気を醸成します

建物の耐震化・家具の転倒防止・感震ブレーカー・即時避難訓練など

shinichi.kuriyama.e6@tohoku.ac.jp



参 考 資 料



72令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

① 防災部局と仲良くするための秘訣を教えてください。部署が縦割りでなかなか連携が

しにくい状況です。

ただでさえ余裕がないところに余計な仕事を入れたくないという意見はよく聞くので、

この質問者の方の組織の防災部局はご多忙なのかと想像しました。でも、良い関係が構築

できれば、お互いの業務がやりやすくなりますし、何より、それが市民の命や暮らしを守

るために大きな力になりますので、小さいところからでいいので連携の取り組みをがん

ばっていただきたいところです。現場でのご努力、国からのメッセージ、学術からの連携

した取り組みの有効性の実証などを通して、連携が当たり前の世の中になるような流れが

できるといいと思っております。

あと、「防災部局と連携して防災のことをやりたいけど、仲良くしてくれない！」とい

う方がいれば、我々に相談いただいて、一緒にプロジェクトをやるというのはいかがで

しょうか？「こんな形ならwin-winで一緒にやれますよね」という提案をできる可能性は

あると思います。我々が介入してうまくいく事例ができれば、同じような課題を抱えてい

る自治体は多数あるわけですから、意義深いことだと思います。

回答１



73令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

① 防災部局と仲良くするための秘訣を教えてください。部署が縦割りでなかなか連携が

しにくい状況です。

おそらく市町村レベルでも、防災訓練が実施されていると思います。その際に医療救護

所設営などの訓練もセットになっているのでは？、と思います。医療救護所の所管は健康

課などのヘルス部門の課が対応していると思いますので、そのような防災訓練の時に、積

極的に声がけしてみて、ヘルス部門も一緒に何かできないか、と持ち掛けるのも一つの案

だと思います。そういった平時の訓練をきっかけにしながら、連携できていければ良いの

ではないかと思っております。

また、過去の厚労省の研修で以下のURLのようなことをお話しされています。個別避難

計画策定を通じて連携を図る内容のようでした。
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001061864.pdf

やはり、平時からの業務でいかに顔の見える関係を構築していくかが大事だと思います。

回答２

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001061864.pdf


74令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

① 防災部局と仲良くするための秘訣を教えてください。部署が縦割りでなかなか連携が

しにくい状況です。

これからあらゆる動きがでてきますので、どんどん仲良くなっていくと思われます。現

時点では、「インクルージョン・マネージャー」が一つのヒントになるかと思いますので、

下記ご参照ください。

https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-

content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%

E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3

%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%8

3%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/319439.html

回答３

https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf
https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf
https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf
https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf
https://www.tatsuki.org/tlabwp/wp-content/uploads/2023/03/4%EF%BC%89%E8%BE%BB%E5%B2%A1_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC_WBF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E_ver7.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/319439.html


75令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

② 海外の方に対し防災意識を高めることに苦労しています。（文化や言葉の壁など）

多くの市町村に「外国人防災リーダー」と災害時多言語ボランティアというプログラム

があります。自治体とともに住民も参加する防災訓練等を実施しています。その他、外国

人向けの研修、防災ワークショップ等も定期的にあって、３年前からSenTIAとともに運営

している多文化防災ワークショップ・宝探しもその一部です。

ですので、連携したい市町村の方は、こういったグループにお話しされればスムーズか

なと思います。ほとんどの防災グループは各地の交流協会と連携しています。

東京：https://www.anic.jp/topics/recent/7260/

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000001801

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/info/2023/11/21-1.html

横浜：https://www.clair.or.jp/j/multiculture/docs/23yokohama.pdf

仙台：https://int.sentia-sendai.jp/j/download/life/bousaileader_j.pdf

CLAIR（自治体国際協会）：https://www.clair.or.jp/cgi-bin/search/index.cgi?phrase=%E9%98%B2%E7%81%BD

回答１

https://www.anic.jp/topics/recent/7260/
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000001801
https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/info/2023/11/21-1.html
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/docs/23yokohama.pdf
https://int.sentia-sendai.jp/j/download/life/bousaileader_j.pdf
https://www.clair.or.jp/cgi-bin/search/index.cgi?phrase=%E9%98%B2%E7%81%BD


76令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

② 海外の方に対し防災意識を高めることに苦労しています。（文化や言葉の壁など）

1. 信頼できる手段を介した情報伝達

外国籍の方への啓発や情報伝達は、行政から直接伝えるよりも、身近で信頼できる人・集

団を介す方が効果的な場合があります。日本に在住する同国の方々は、教会や文化センター

などのコミュニティに属していることが多く、まとめ役やメンバーに集会で話してもらった

り、SNSで情報発信してもらうと、制度の情報や注意点が正確に伝わった経験があります。

2. 兵庫県の事例

多文化共生ネットワーク会議や外国人支援防災訓練が行われています。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr13/ie12_000000012.html?utm_source=chatgpt.com

3. 仙台国際交流協会の報告書

東日本大震災の際の調査に基づく「多文化防災」の協働モデルづくり報告書があります。
https://int.sentia-sendai.jp/j/download/activity/tabunka_bousai.pdf

回答２

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr13/ie12_000000012.html?utm_source=chatgpt.com
https://int.sentia-sendai.jp/j/download/activity/tabunka_bousai.pdf


77令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

③ 教育機関と防災について連携したいですが、ハードルが高くなかなか上手くいきません。

教育機関との連携について何かあれば教えてください。

回答１

回答２

回答３

回答４

教育機関が大学であれば、特段遠慮される必

要はありませんので、お声がけいただければと

思います。

保護者会、PTA、町内会など地域の集団と先

に連携し、そこから学校を巻き込む方がスムー

ズに進みやすいと感じています。

教育機関が小学校等であれば、その教育機関

に対し、「教育機関として、子ども達の安全確

保、計画策定、がん教育等で困っていることは

ありませんか」と聞いて、そのお手伝いをする

ところからはじめてみてはどうでしょうか。

熊本市で、学校でのフッ素洗口を行いたいと

思っていましたが長年なかなか切り込めずに苦慮

されていました。ある時、市の8020推進員をし

てくださっている住民ボランティアの方が、PTA

の役員をやっているので、うちの子どもの学校で

できないか校長先生に交渉してみましょうと言っ

てくださって、実現し、それが突破口となって、

今では市内の多くの小学校でフッ素洗口するよう

になりました。防災も同様にきっかけづくりが大

切です。



78令和７年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答

④ インターネットで「保健と防災の融合による大規模災害の大幅な被害低減のための研究

と実践」というスライドを拝見した。モデル自治体とあるが、どういった内容の研究、

活動をされているのかお聞きしたい。

いま、静岡県と連携して、モデル地区で保健と防災の融合の取り組みを始めています。

具体化が進行している一例として、静岡県内の自治体が実施している妊婦世帯を対象とし

た子育て準備講座のなかで、家具固定等の屋内の地震安全対策について講習内容に入れて

もらうことになりました。講習後に行動を起こしたか（家具固定等の対策をしたか）も、

母子手帳アプリ「母子モ」を通してアンケート調査をする予定としています。今後、同様

の連携の取り組みを、高齢者世帯への耐震化促進や津波からの避難などにも展開していく

予定です。

回答
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